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事
実
、
こ
の
郷
は
鎌
倉
末
期
ま
で
若
狭
氏
が
地
頭
を

し
て
い
る
の
で
、
そ
う
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と

説
明
さ
れ
て
い
る
ョ
こ
こ
で
「
若
狭
氏
と
い
わ
れ
た

こ
と
も
あ
り
」
と
さ
れ
る
の
が
、
も
し
、
室
町
期
の

太
良
庄
年
貢
算
用
状
に
散
見
さ
れ
る
「
守
護
代
若
狭

方
一
つ
)
の
こ
と
を
指
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ

れ
は
姓
で
は
な
く
、
二
一
方
若
狭
守
範
次
、
も
し
く
は

忠
治
(
お
そ
ら
く
前
者
)
の
こ
と
で
あ
っ
て
吉
右
の

所
説
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
二
方

氏
の
名
字
の
地
が
三
方
郡
三
方
郷
で
あ
る
こ
と
は
否

定
し
難
い
で
あ
ろ
う
し
、
三
方
郷
地
頭
織
は
、
建
久

七
年
(
一
一
九
六
)
若
狭
守
護
と
な
っ
た
若
狭
忠
季

め

以

来

忠

季

忠

清

又

太

郎

と

、

鎌

倉

期

を

通

じ

て

貞
治
五
年
(
一
三
六
六
)
か
ら
永
享
十
二
年
ご
若
狭
氏
が
伝
領
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
な
)
三
方
氏
が

四
四

O
)
に
い
た
る
一
色
氏
の
治
政
下
で
若
狭
守
護
若
狭
氏
の
末
喬
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
き
わ
め
て
華

代
を
つ
と
め
た
の
は
、
小
笠
原
長
房
・
同
長
春
・
一
ニ
然
性
が
高
い
。
室
町
期
の
守
護
代
三
方
範
忠
・
忠
治

方
範
忠
・
同
忠
治
の
四
人
で
あ
る
。
小
稿
は
、
先
に
の
「
忠
」
も
、
若
狭
氏
の
忠
季
・
忠
清
・
忠
兼
(
又

検
討
し
た
小
笠
原
氏
二
足
に
続
い
て
、
三
方
氏
の
動
太
郎
の
弟
)
以
来
の
通
字
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

向
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
前
提
作
業
と
し
て
、
守
若
狭
氏
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
網
野
氏
が
南
北
朝

護
代
に
な
る
前
の
、
南
北
朝
期
の
コ
一
方
氏
に
つ
い
て
期
ま
で
含
め
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
南
北
朝
初
頭

若
干
の
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
最
末
期
に
そ
れ
ぞ
れ
若
狭
氏
、
三
方
氏
に
関
す
る

網
野
善
彦
氏
は
、
三
方
氏
に
つ
い
て
、
「
三
方
郷
に
未
使
用
史
料
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
手
が
か
り
に

本
拠
を
も
つ
が
、
若
狭
氏
と
い
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
し
て
、
守
護
代
に
な
る
前
の
三
方
氏
の
政
治
的
地
位

3 4の 6

南
北
朝
期
の
若
狭
国
人

三
方
氏
に
つ
い
て

河

村

日百

lま

じ
河
村

南
北
朝
期
の
若
狭
国
人
三
方
氏
に
つ
い
て

を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
小
稿
の
主
た
る

目
的
で
あ
る
。

一
南
北
朝
前
期
の
若
狭
氏

「
若
狭
国
守
護
職
次
第
一
6
)
(
以
下
「
守
護
次
第
」

と
略
記
)
に
よ
れ
ば
、
建
武
三
年
(
一
三
三
六
)
七

月
二
十
五
日
、
足
利
方
の
若
狭
守
護
斯
波
時
家
が
小

浜
に
入
部
し
た
の
に
対
し
て
、
八
月
二
十
八
日
か
ら

宮
方
の
「
軍
大
将
左
門
少
将
殿
、
又
国
司
代
若
狭
又

太
郎
・
守
護
代
式
部
六
郎
」
ら
が
三
方
郡
方
面
か
ら

攻
め
込
み
小
浜
を
奪
取
し
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

若
狭
又
太
郎
は
宮
方
の
寸
国
司
代
」
の
地
位
に
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
若
狭
で
は
こ
の
あ
と
九
月
四

日
に
斯
波
家
兼
(
時
家
)
が
再
び
小
浜
を
奪
還
し
て

足
利
方
が
優
勢
に
立
ち
(
守
護
次
第
)
、
同
年
十
月
新

田
義
貞
ら
が
越
前
金
ケ
崎
城
に
龍
城
す
る
と
、
若
狭

の
武
士
の
多
く
は
但
馬
勢
と
共
に
A
7
河
頼
貞
に
率
い

ら
れ
て
金
ケ
崎
城
攻
撃
に
加
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

ヲ令。
金
ケ
崎
城
が
翌
建
武
四
年
三
月
に
落
城
し
た
後
、

若
狭
又
太
郎
の
跡
職
は
本
郷
貞
泰
に
勲
功
の
賞
と
し

て
宛
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
次
の
文
書
)
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
。
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若
越
郷
土
研
究

(
足
利
尊
氏
)

(
花
押
影
)

下
美
作
左
近
将
監
貞
泰

可
令
早
領
知
若
狭
国
三
方
郷
・
同
保
地
頭
職

時
鵬
腕
事
、

右
以
人
、
為
勲
功
之
賞
所
宛
行
也
者
、
守
先
例
、

可
致
沙
汰
之
状
如
件
、

建
武
ニ
ニ
年
八
月
廿
一
日

若
狭
で
は
、
建
武
三
年
の
混
乱
以
後
、
暦
応
i
貞

和
年
間
(
一
三
三
八

1
一
三
四
九
)
を
通
じ
て
、
目

立
っ
た
戦
闘
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
間
、
太

良
庄
で
は
暦
応
二
年
(
一
三
三
九
)
二
月
に
前
年
分

の
年
貢
算
用
状
が
作
成
さ
れ
て
収
取
体
制
の
立
て
直

し
が
図
ら
れ
た
し
、
)
明
通
寺
で
は
建
武
五
年
(
一
三

三
八
)
守
護
斯
波
家
兼
か
ら
寸
越
前
国
凶
徒
対
治
祈

祷
し
を
命
じ
ら
れ
る
な
ど
い
印
)
若
狭
に
お
け
る
軍
事
情

勢
は
、
足
利
方
が
宮
方
を
圧
倒
し
て
い
た
と
み
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
若
狭
又
太
郎
の
所
領
の
関
所
化

と
そ
の
本
郷
貞
泰
へ
の
給
付
は
、
単
な
る
名
目
的
な

も
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
点
で
の
又
太
郎
の
没
落
を

意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
年

後
若
狭
氏
は
復
活
す
る
。

若
狭
国
三
方
保
郷
両
所
地
頭
職
事
、
本
主
若
狭
又

太
郎
入
道
子
息
弥
太
郎
光
忠
軍
忠
之
問
、
当
郷
等

四
巻
六
号

各
半
分
所
返
付
光
忠
也
、
彼
替
追
可
有
沙
汰
、
可

存
知
其
己
目
之
状
如
件
、

(
足
利
直
義
)

暦
応
三
年
七
月
十
二
日
(
花
押
影
)

美
俗
割
問
将
監
艇

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
又
太
郎
の
子
息
光
忠
が
足
利
方

に
属
し
て
軍
功
を
あ
げ
、
父
の
旧
領
の
半
分
を
還
付

さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
)
光
忠
が
い
つ
か
ら
父
と

扶
を
分
か
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
父
祖
伝
来

の
所
領
の
回
復
の
た
め
幕
府
方
に
転
じ
た
に
違
い
な

い
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
光
忠
は

お
そ
ら
く
尊
氏
か
ら
直
接
父
の
旧
領
(
の
半
分
)
を

宛
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
市
)
も
し
し
か
り
と
せ
ば
、
若
狭
氏
の
立
場
は
、
本

郷
氏
と
同
様
将
軍
直
属
御
家
人
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
、
こ
の
こ
と
が
以
後
の
彼
の
政
治
活
動
を
少
な
か

ら
ず
規
定
し
た
と
思
わ
れ
る
。

観
応
の
擾
乱
に
際
し
て
、
若
狭
国
人
ら
は
一
撲
を

結
ん
で
直
義
方
に
与
し
、
観
応
二
年
(
一
三
五
二

八
月
若
狭
に
没
落
し
た
直
義
党
の
守
護
山
名
時
国
に

属
し
て
、
同
年
十
月
尊
氏
の
任
じ
た
新
守
護
大
高
重

成
の
代
官
や
こ
れ
を
支
援
す
る
本
郷
貞
務
ら
と
戦
い
、

つ
い
に
十
一
月
代
官
ら
を
放
遂
し
た
(
守
護
次
第
)
。

若
狭
光
忠
に
関
す
る
史
料
は
な
い
け
れ
ど
も
、
お
そ

ら
く
本
郷
氏
ら
と
行
動
を
共
に
し
、

た
の
で
は
な
か
ろ
、
7
か。

翌
観
応
三
年
間
二
月
、
い
わ
ゆ
る
正
平
の
一
統
が

破
棄
さ
れ
る
と
、
若
狭
で
も
再
び
戦
乱
状
態
と
な
る

が
、
こ
の
頃
の
若
狭
の
南
朝
勢
力
の
有
力
な
一
員
と

し
て
若
狭
二
郎
の
一
族
が
い
た
。
二
郎
は
、
網
野
氏

が
又
太
郎
の
弟
忠
兼
、
又
は
そ
の
子
季
兼
と
推
定
さ

れ
て
い
る
人
物
で
、
正
平
七
(
観
応
三
)
年
間
二
月

二
十
五
日
小
槻
(
脇
袋
)
国
治
申
(
胞
に
次
の
よ
う
に

見
え
る
。

(
前
略
)
彼
稲
庭
権
守
後
類
若
狭
二
郎
と
申
候
者

先
年
為
宮
方
き
ら
ら
坂
に
て
討
死
了
、
然
問
於
宮

方
者
無
隻
軍
忠
者
候
、
何
様
一
統
の
御
代
候
者
、

(
興
)

濫
妨
候
へ
し
と
存
候
之
慮
、
去
弘
国
年
中
ニ
七
箇

所
安
堵
仕
候
随
一
に
て
候
之
由
承
候
、
愛
如
去
年

正
平
六
九
月
廿
八
論
旨
者
、
不
可
有
相
違
候
欺
、
難

然
彼
若
狭
二
郎
賞
国
国
司
一
族
候
、
随
而
扶
持
之

由
承
及
候
、
三
宅
之
入
道
無
謂
押
領
之
上
者
、
先
彼

禅
門
名
字
に
て
御
訴
候
、
制
札
倫
旨
を
御
申
候
て
、

小
野
僧
正
之
御
房
御
室
聞
を
国
司
方
へ
被
遣
候
者
能

候
ぬ
と
存
候
、
但
国
司
一
族
に
て
も
候
へ
縁
者
に

で
も
候
へ
、
御
宛
文
た
に
給
候
者
、
入
立
候
ま
し
く

候
へ
と
も
、
為
問
答
之
用
意
申
候
、
恐
慢
敬
白
、

一
捺
側
と
戦
つ
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
若
狭
二
郎
は
宮
方
の
「
無
隻
軍

忠
者
」
と
し
て
、
「
先
年
」
比
叡
山
雲
母
坂
で
討
死
し

た
こ
と
、
お
よ
び
彼
は
若
狭
国
司
の
一
族
と
い
う
こ

と
で
、
興
国
年
中
二
三
四

0
1
一
三
四
五
)
に
、

お
そ
ら
く
太
良
庄
を
含
む
七
か
所
の
所
領
を
安
堵
き

れ
る
な
ど
、
宮
方
か
ら
扶
持
を
受
け
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
右
に
い
う
「
先
年
し
が
い
つ
な
の
か
は

必
ず
し
も
明
確
で
な
い
が
、
後
半
部
分
で
、
脇
袋
国

治
は
、
ま
ず
太
良
庄
の
押
領
者
の
一
人
三
宅
入
道
の

名
を
挙
げ
て
訴
え
「
制
札
論
旨
」
を
獲
得
し
た
上
で

東
寺
長
者
弘
真
(
「
小
野
僧
正
L
)

か
ら
の
書
状
を
国

司
の
方
へ
遣
わ
す
こ
と
を
進
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
若
狭
二
郎
の
討
死
後
も
そ
の
一
族
が
「
国
司
一

族
」
の
地
位
を
利
し
て
、
ま
だ
若
狭
に
勢
力
を
保
持

し
て
お
り
、
脇
袋
・
東
寺
側
と
し
て
も
初
め
か
ら
名

指
し
で
訴
え
る
こ
と
が
僚
ら
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
た
だ
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
建

武
三
年
以
後
貞
和
期
ま
で
若
狭
で
は
比
較
的
平
穏
を

保
っ
て
い
て
、
軍
事
的
に
は
幕
府
方
が
制
圧
し
て
い

た
。
し
た
が
っ
て
、
若
狭
二
郎
が
「
国
司
一
族
」
と

し
て
、
興
国
年
中
に
宮
方
か
ら
所
領
安
堵
を
受
け
て

河
村

南
北
朝
期
の
若
狭
国
人
三
方
氏
に
つ
い
て

い
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
形
式
的
な
程
、
河
崎
氏
ら
一
部
の
国
人
が
南
朝
方
に
留
ま
っ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
若
狭
二
郎
一
族
の
太
良
庄
ら
し
い
崎
、
大
勢
と
し
て
は
、
南
朝
方
の
劣
勢
は
ぬ

押
領
と
い
う
の
も
、
正
平
の
一
統
、
つ
い
で
そ
の
破
ぐ
い
が
た
く
、
忠
兼
(
直
阿
)
|
季
兼
(
二
郎
)
系

棄
と
い
う
政
治
的
混
乱
を
、
名
目
的
領
有
を
実
体
的
統
の
若
狭
氏
は
、
ほ
ど
な
く
没
落
を
余
儀
な
く
さ
れ

な
も
の
に
す
る
好
機
と
と
ら
え
て
起
こ
し
た
行
動
で
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
父
又
太
郎
に
叛
し
で

あ
っ
て
、
こ
れ
以
前
の
若
狭
二
郎
一
族
は
、
宮
方
と
早
く
足
利
方
に
転
じ
た
光
忠
の
、
こ
の
間
の
動
静
は

し
て
い
わ
ば
雌
伏
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
っ
た
く
伝
わ
ら
な
い
が
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
の
三
方
郷
は
、
一
族
で
唯
一
将
軍
直
属
御
家
人
と
し
て
、
本
郷
氏
と
同
じ
よ
う
に

幕
府
方
に
属
し
た
若
狭
光
忠
が
実
際
に
領
有
し
て
い
一
貫
し
て
幕
府
方
・
尊
氏
方
と
し
て
行
動
し
た
も
の

た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
三
一
方
氏
を
称
す
る
よ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
観
応
の
擾
乱

に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
光
忠
の
時
で
は
あ
る
ま
い
か
。
で
直
義
方
と
し
て
一
撲
を
結
ん
だ
国
人
ら
と
は
一
線

す
な
わ
ち
、
伝
統
あ
る
若
狭
姓
を
敢
え
て
捨
て
た
の
を
画
す
べ
き
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

は
、
宮
方
と
し
て
活
動
し
た
父
又
太
郎
や
叔
父
(
又

は
従
弟
)
二
郎
ら
か
ら
自
己
の
立
場
を
峻
別
せ
ん
と

す
る
意
図
か
ら
で
、
尊
氏
か
ら
宛
行
わ
れ
た
三
方
郷

(
保
)
を
あ
ら
た
め
て
名
字
の
地
と
し
た
と
解
釈
す

る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。

さ
て
、
文
和
二
年
二
三
五
二
一
)
七
月
に
な
る
と

山
名
時
氏
が
南
朝
か
ら
若
狭
守
護
に
還
補
さ
れ
、
そ

の
代
官
、
幡
津
次
郎
左
衛
門
尉
・
三
宅
中
村
六
郎
左

衛
門
尉
が
稲
岡
城
に
龍
も
っ
た
。
し
か
し
、
二
年
前

時
氏
に
与
し
た
若
狭
国
人
ら
は
今
度
は
こ
れ
を
攻
め

て
、
同
月
二
十
七
日
落
城
さ
せ
た
。
)
こ
の
あ
と
数
年

ニ
応
安
の
国
一
授
と
=
一
方
氏

若
狭
の
国
人
は
、
周
知
の
よ
う
に
守
護
権
力
に
対

す
る
独
立
意
識
が
強
く
、
し
ば
し
ば
守
護
と
対
立
し

て
き
た
が
、
つ
と
に
そ
の
総
決
算
と
評
価
さ
れ
て
い

る
の
が
、
応
安
四
年
(
一
三
七
こ
の
国
一
撲
で
あ

る
。
こ
の
時
の
守
護
方
、
一
撲
方
の
構
成
は
、
次
頁

の
表
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
守
護
方
に

参
じ
た
の
は
ほ
と
ん
ど
が
大
飯
郡
の
国
人
で
、
一
捺

側
は
遠
敷
郡
、
三
方
郡
の
者
が
多
く
、
若
狭
国
人
に

限
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
参
加
の
あ
り
方
は
、
い
わ
ば
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応安の国一撲における守護方・一撲方の構成

寸~ 護 方 t美 方

武 士 本 拠 地 武 士 本 拠 地

一色詮範 (守護範光の子) (山東氏) 三方郡山東郷

小笠原長房 (守護代) (山西氏) " 山西郡

佐分氏 大飯郡佐分郷 ? 

" 倉見庄

本郷氏 " 本郷 鳥羽一族 遠敷郡鳥羽庄

青一族 " 青郷 宮河一族 " 宮河庄

河崎氏 " 河崎庄 ? 

" 安賀庄

三方氏 三方郡三方郷 武永入道 ? (宮河城で討死)

佐野氏 ? ("耳西郷佐野ヵ) (木崎氏) " 木崎

多田氏 遠敷郡多田 (和久里氏) " 和久里

和田氏 (大飯郡和田庄ヵ)

注(1 ) I若狭国守護職次第J (r群書類従』第四輯、補任部)による

( 2 ) ()を付した武士は、史料には地名のみがあって、姓としては見えない

ものであるが、いずれも建久 7年 (1196) 6月日若狭国源平両家紙候輩交名

案(百合ホ 4 -5)に見え、若狭国御家人であった。このうち、山西氏は

貞和元年 (1345)の文書(本郷文書16号)に「山西郷地頭山西三郎二郎」とあ

るから、山東氏とも合わせて南北朝期にも国人として存在したと考える(山

東氏は戦国期に武田氏重臣として見える)。木崎氏は貞治 5年 (1366)の文書

(百合ヱ-81など)に太良庄の押領者として木崎弾正忠の名が見え、和久里

氏は鎌倉末期にかかる若狭大田文朱注(本文注 5)に和久里兵衛大夫・同又

太郎の名があるので、ともに南北朝期の当該地を代表する国人とみなした。

応安の国一撲関係図

. ( )は守護方勢力の本拠、もしくは拠点。

-仁コは 授勢力の本拠、もしくは守護方の功撃による交戦地0

• xは交戦地。数字はその年月日(年号は応安)。

図
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東
西
対
抗
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
え
泌
(
図
参

照
)
。
か
か
る
中
で
三
方
郡
べ
三
方
郷
を
本
拠
と
し
て
い
三
南
北
朝
末
期
の
三
方
氏

た
と
恩
わ
れ
る
三
方
氏
(
お
そ
ら
く
か
つ
て
の
若
狭
南
北
朝
末
期
に
お
け
る
三
方
氏
の
政
治
的
地
位
を

光
忠
)
が
守
護
方
に
属
し
て
い
る
の
は
、
地
域
的
観
う
か
が
わ
せ
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
管
見
の
限

点
か
ら
み
て
目
を
引
く
。
す
な
わ
ち
、
佐
野
氏
が
コ
一
り
、
次
・
の
文
劃
が
唯
一
あ
る
の
み
で
あ
る
。

方
郡
の
国
人
で
あ
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
も
の
の
、
東
寺
領
若
狭
国
太
良
庄
地
頭
職
神
宝
段
銭
事
、
可

耳
川
以
東
の
三
方
郡
、
お
よ
び
一
二
方
郷
の
南
・
西
に
被
停
止
催
促
之
由
候
也
、
何
執
達
如
件
、

続
く
倉
見
庄
・
鳥
羽
庄
・
安
賀
庄
か
ら
小
浜
に
至
る
、
康
応
一
冗
治
部
左
衛
門
入
道

九

月

十

日

禅

々

在

判

北
川
流
域
は
す
べ
て
一
撲
勢
力
の
地
盤
(
多
田
の
み

守
護
方
)
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
三
方
氏
の
守

護
方
参
陣
は
よ
ほ
ど
強
い
必
然
性
が
あ
っ
た
に
違
い

な
く
、
そ
れ
は
、
前
に
推
測
し
た
よ
う
に
、
常
に
上

級
権
力
と
は
距
離
を
保
ち
な
が
ら
し
ば
し
ば
一
撲
を

結
ん
で
こ
れ
と
対
立
し
て
き
た
近
隣
国
人
ら
と
は
一

線
を
画
し
て
、
幕
府
(
将
軍
)
権
力
と
の
関
係
を
維

持
、
強
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
彼
の
志
向
の
然
ら
し

む
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
守
護
方
の
メ

ン
バ
ー
の
う
ち
、
佐
分
・
本
郷
両
氏
が
の
ち
奉
公
衆

に
な
っ
て
い
る
事
掲
は
、
こ
の
一
撲
に
際
し
て
守
護

方
に
参
じ
た
国
人
が
必
ず
し
も
守
護
被
官
で
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
の

三
方
氏
の
立
場
も
、
一
色
氏
被
官
に
限
定
す
る
必
要

は
な
い
の
で
あ
る
。

97 

河
村

南
北
朝
期
の
若
狭
国
人
=
一
方
氏
に
つ
い
て

矢
野
長
門

倫
幸
在
判

飯
尾
掃
部
亮
殿

三
方
兵
庫
助
殿

南
北
朝
末
期
以
降
、
幕
府
の
発
給
す
る
段
銭
関
係

文
書
は
、
原
則
と
し
て
奉
行
人
奉
書
が
用
い
ら
れ
る

が
壱
そ
の
宛
所
は
室
町
期
に
は
ほ
ぼ
守
護
代
が
一
般

化
す
る
も
の
の
、
南
北
朝
期
に
お
い
て
は
守
護
・
両

使
の
双
方
が
混
在
し
て
い
る
吉
右
掲
文
書
の
宛
人
二

人
は
い
う
ま
で
も
な
く
両
使
に
当
る
が
、
三
方
兵
庫

助
が
段
銭
収
納
使
と
し
て
の
両
使
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
彼
は
在
京
す
る
幕
府
吏
僚
で
あ
る
可
能
性
も
出

て
く
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
貞
治

五
年
こ
三
六
六
)
山
城
国
紀
伊
郡
・
己
訓
郡
に
吉

祥
院
修
造
段
銭
が
課
せ
ら
れ
た
際
、
幕
府
か
ら
寸
政

所
下
部
L

と
み
ら
れ
る
「
使
者
両
人
」
が
派
遣
さ
れ

た
例
が
あ
崎
、
し
か
も
三
方
兵
庫
助
と
と
も
に
両
使

と
な
っ
て
い
る
飯
尾
掃
部
亮
は
幕
府
奉
行
人
の
一
族

と
目
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
使
が
と
も

に
中
央
の
幕
府
吏
僚
で
占
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い

こ
と
が
、
応
安
五
年
(
一
三
七
二
)
の
日
吉
社
神
輿

造
替
諸
国
段
銭
賦
課
の
際
の
、
丹
波
畑
庄
に
関
す
る

次
の
史
料
)
か
ら
う
か
が
え
る
。

白
畑
庄
飛
脚
到
来
、
経
世
入
道
進
状
、
点
富
国
段
銭

事
両
使
一
ば
剛
一
一
世

UMJ
己
充
催
所
々
、
骨
田
庄
分
向
先

付
切
腕
了
、

4
1
1
;

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
段
銭
収
納
を
命
じ
ら
れ
た
両
使

は
松
田
某
と
久
下
新
左
衛
門
尉
で
、
久
下
の
方
が
丹

波
の
「
住
人
」
と
さ
れ
て
い
る
。
新
左
衛
門
尉
を
名

乗
る
久
下
氏
は
、
今
の
と
こ
ろ
文
書
上
に
は
確
認
し

(
お
)

得
な
い
が
、
同
氏
が
丹
波
屈
指
の
国
人
で
あ
っ
た
こ

と
は
否
定
し
難
い
。
一
方
の
松
田
氏
は
、
周
知
の
如

く
幕
府
奉
行
人
を
輩
出
し
て
い
る
家
で
あ
る
か
ら
、

右
の
松
田
某
も
幕
府
吏
僚
と
み
な
し
て
大
過
あ
る
ま

い
。
す
な
わ
ち
、
段
銭
収
納
使
と
し
て
の
両
使
は
当

該
国
の
在
国
国
人
と
幕
府
吏
僚
が
組
み
合
わ
さ
れ
て

構
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
、
先
に
あ
げ
た
若
狭
の
ケ

l
ス
に
援
用
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す
る
こ
と
が
許
さ
れ
れ
ば
、
幕
府
奉
行
人
の
一
族
と
段
銭
、
お
よ
び
康
暦
元
年
(
二
二
七
九
)
の
日
士

7

こ
の
点
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
明
徳
二
年
(
一
三

お
ぽ
し
き
飯
尾
掃
部
売
を
幕
府
吏
僚
、
三
方
兵
庫
助
祇
園
・
北
野
三
社
神
輿
造
替
諸
国
段
銭
の
賦
課
の
際
九
二
の
明
徳
の
乱
に
お
け
る
一
色
詮
範
・
満
範
父

を
若
狭
国
人
と
み
な
す
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
も
、
幕
府
は
難
渋
の
在
所
が
あ
れ
ば
「
守
護
使
相
共
」
子
の
活
躍
を
詳
述
す
る
「
明
徳
記
サ
に
は
、
若
狭
守

こ
の
点
を
あ
る
程
度
裏
づ
け
る
と
み
ら
れ
る
史
料
に
謎
責
を
加
え
る
よ
う
命
じ
て
い
て
い
却
)
た
と
え
両
使
護
代
小
笠
原
長
一
房
を
始
め
、
大
河
原
長
門
守
・
河
崎

が
、
先
の
幕
府
奉
行
人
奉
書
に
関
連
す
る
(
康
応
元
が
収
納
に
当
る
場
合
で
も
実
質
的
に
守
護
使
が
こ
れ
肥
前
守
・
同
帯
刀
の
名
が
見
え
る
の
に
、
三
方
氏
の

年
、
一
三
八
九
)
十
二
月
三
日
東
寺
雑
掌
頼
勝
書
状
に
か
か
わ
る
こ
と
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
名
は
な
い
。
ま
た
翌
年
八
月
二
十
八
日
の
相
国
寺
供

矯
(
土
代
)
で
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
在
地
国
人
と
し
て
両
使
に
養
の
際
の
一
色
満
範
・
範
貞
兄
弟
の
随
兵
、
計
十
二

東
寺
領
若
狭
国
太
良
庄
神
宝
段
銭
事
、
去
九
月
十
登
用
さ
れ
た
三
方
兵
庫
助
の
活
動
は
、
守
護
使
の
そ
人
の
中
に
も
、
や
は
り
三
方
氏
は
含
ま
れ
て
い
な

日
御
免
之
書
下
、
既
付
段
銭
奉
行
一
方
御
使
飯
尾
れ
と
実
質
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
差
異
は
な
い
と
い
う
こ
い
を
こ
の
随
兵
に
は
当
時
の
一
色
氏
重
臣
団
の
構
成

掃
部
亮
之
慮
、
珍
国
及
詰
責
云
々
、
(
後
略
)
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
守
護
の
も
と
で
動
く
守
護
を
そ
の
ま
ま
示
す
も
の
と
み
な
し
て
よ
く
(
た
だ
し

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
先
の
幕
府
奉
行
人
奉
書
(
「
御
免
使
で
は
な
く
、
直
接
幕
命
を
帯
び
て
行
動
す
る
両
使
各
家
当
主
自
身
は
参
加
し
て
い
な
い
例
が
多
い
可
、

之
書
下
L
)

は
宛
人
の
う
ち
飯
尾
掃
部
亮
の
方
に
の
み
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
前
節
ま
で
で
強
引
に
推
論
し
事
実
こ
の
中
に
は
当
時
の
若
狭
・
尾
張
知
日
多
郡
守
護

届
け
ら
れ
た
ら
し
い
こ
と
、
彼
は
段
銭
奉
行
と
呼
ば
た
と
こ
ろ
の
、
三
方
(
若
狭
)
氏
の
将
軍
直
属
御
家
代
小
笠
原
長
一
房
の
一
族
三
人
を
始
め
、
の
ち
三
河
、

れ
で
も
不
自
然
で
は
な
い
地
位
に
あ
っ
た
ら
し
い
こ
人
的
性
格
が
か
い
ま
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
丹
後
の
守
護
代
と
な
る
氏
家
時
、
延
永
時
も
見
え
る
。

と

が

う

か

が

え

る

。

ち

な

み

に

、

明

徳

元

年

(

一

三

九

O
)
と
翌
年
の
「
賀
茂
さ
ら
に
、
応
安
の
国
一
撲
で
三
方
氏
と
共
に
守
護
方

以
上
の
こ
と
か
ら
、
三
方
兵
庫
助
は
、
あ
た
か
も
造
替
要
脚
若
狭
国
段
銭
」
徴
集
の
両
使
は
、
本
郷
詮
泰
に
属
し
た
佐
野
・
河
崎
本
人
も
し
く
は
そ
の
一
族
と

応
安
五
年
の
丹
波
に
お
け
る
久
下
新
左
衛
門
尉
と
同
(
両
年
)
・
佐
分
越
前
入
道
(
元
年
)
・
同
平
五
郎
(
二
年
)
思
わ
れ
る
(
佐
野
の
み
丹
後
国
人
の
可
能
性
あ
時
)

じ
よ
う
に
、
若
狭
の
「
住
人
」
と
し
て
、
京
都
か
ら
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
吉
本
郷
・
佐
分
両
氏
は
前
述
佐
野
中
務
丞
秀
勝
・
河
崎
肥
前
守
光
勝
も
こ
の
随
兵

派
遣
さ
れ
る
飯
尾
一
掃
部
亮
と
共
に
段
銭
収
納
に
当
た
し
た
よ
う
に
室
町
期
に
奉
公
衆
と
な
る
家
で
あ
る
か
の
メ
ン
バ
ー
と
さ
れ
て
い
る
し
、
特
に
河
崎
は
、
年

る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
も
の
と
み
て
大
過
あ
る
ま
い
。
ら
、
こ
こ
か
ら
も
、
三
方
兵
庫
助
の
政
治
的
地
位
が
類
不
詳
な
が
ら
、
若
狭
本
郷
の
内
宮
役
夫
工
米
の
国
催

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
段
銭
の
催
免
に
関
す
る
幕
命
推
で
き
よ
う
。
少
な
く
と
も
彼
が
守
護
一
色
氏
と
の
促
停
止
の
旨
を
奉
じ
る
某
貞
徳
奉
書
(
旬
、
長
田
因
幡

は
両
使
と
ほ
ぼ
同
じ
頻
度
で
守
護
に
も
出
さ
れ
た
し
、
聞
に
直
臣
と
呼
ぴ
得
る
程
の
緊
密
な
関
係
が
形
成
さ
入
道
と
共
に
宛
て
ら
れ
て
い
て
、
守
護
使
も
し
く
は

応
安
五
年
(
一
三
七
二
)
の
日
吉
社
神
輿
造
替
諸
国
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
か
ろ
う
。
在
国
奉
行
の
地
位
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た
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が
っ
て
、
三
方
氏
は
守
護
一
色
氏
と
の
関
係
に
お
い

て
、
少
な
く
と
も
、
右
の
河
崎
氏
に
比
べ
て
稀
薄
で

あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
そ
の
こ
と

を
も
っ
て
国
人
と
し
て
の
実
力
を
測
る
の
は
正
し
く

な
く
、
彼
が
、
若
狭
有
数
の
国
人
で
あ
り
、
か
っ
、

む
し
ろ
将
軍
権
力
と
の
関
係
を
想
定
し
得
る
武
士
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
幕
府
か
ら
段
銭
徴
集
の
両
使
に
起

用
さ
れ
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

忠
は
、
本
郷
氏
の
よ
う
な
将
軍
直
属
御
家
人
的
立
場

に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
姓
を
若
狭
か
ら
コ
一
方
に
改

め
た
の
も
こ
の
光
忠
の
時
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
彼
が
応
安
の
国
一
撲
に
際
し
て
、
近
隣
の
三
方

郡
・
遠
敷
郡
東
部
の
国
人
ら
と
離
れ
て
守
護
方
に
加

わ
っ
た
の
は
、
守
護
被
官
と
し
て
の
行
動
と
い
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
、
本
郷
氏
や
佐
分
氏
ら
と
同
じ
く
、

幕
府
御
家
人
と
し
て
参
陣
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

康
応
一
万
年
(
一
三
八
九
)
三
方
兵
庫
助
が
幕
府
か
ら

む

す

び

段

銭

徴

集

の

両

使

に

起

用

さ

れ

た

の

も

、

彼

の

そ

う

史
料
が
き
わ
め
て
断
片
的
で
あ
る
た
め
、
南
北
朝
し
た
政
治
的
立
場
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ

期
の
三
方
氏
の
姿
は
、
ほ
と
ん
ど
明
瞭
に
は
し
得
ず
、
若
狭
国
人
の
河
崎
氏
が
守
護
行
政
機
構
の
中
に
組
み

お
よ
そ
、
以
下
の
よ
う
な
輪
郭
め
い
た
も
の
し
か
見
込
ま
れ
た
の
に
比
べ
て
も
、
三
方
氏
と
守
護
一
色
氏

、
え
な
か
っ
た
。
コ
一
方
氏
は
お
そ
ら
く
鎌
倉
前
期
の
若
と
の
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
緊
密
な
も
の
に
は
な
っ
て
お

狭
守
護
若
狭
氏
の
流
れ
を
く
み
、
三
方
郡
一
二
方
郷
を
ら
ず
、
の
ち
若
狭
・
山
城
守
護
代
、
侍
所
所
司
代
と

名
字
の
地
と
す
る
名
族
で
、
南
北
朝
の
動
乱
開
始
直
し
て
権
勢
を
振
る
う
基
盤
は
、
南
北
朝
期
を
通
じ
て

後
、
宮
方
に
属
し
た
若
狭
又
太
郎
は
三
方
郷
・
三
方
ま
だ
整
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

保
を
足
利
尊
氏
か
ら
没
収
さ
れ
た
が
、
ま
も
な
く
そ
以
上
の
結
論
の
大
部
分
は
、
確
証
の
な
い
ま
ま
の

の
子
、
光
忠
が
幕
、
府
方
に
転
じ
て
、
旧
領
の
半
分
を
独
断
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
若
狭
弥
太
郎
光
忠
と
三

尊
氏
か
ら
還
付
さ
れ
、
の
ち
の
三
方
氏
と
し
て
の
発
方
兵
庫
助
、
さ
ら
に
は
、
の
ち
守
護
代
と
な
る
三
方

展
の
足
場
を
確
保
し
た
。
光
忠
の
叔
父
、
又
は
従
弟
弾
正
左
衛
門
(
の
ち
山
城
入
道
)
範
忠
が
、
は
た
し

の
二
郎
は
観
応
の
擾
乱
頃
ま
で
宮
方
に
属
し
て
い
た
て
直
接
系
統
的
に
つ
な
が
る
の
か
ど
う
か
も
、
何
ら

が
、
文
和
以
後
没
落
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
間
光
保
証
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
小
稿
の
所
論
は
、
あ
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河
村

南
北
朝
期
の
若
狭
国
人
三
方
氏
に
つ
い
て

く
ま
で
も
一
つ
の
仮
説
的
素
描
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら

の
検
証
、
見
直
し
は
後
考
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

‘
rz 

(
1
)

拙
稿
「
南
北
朝
室
町
初
期
の
若
狭
守
護
代
小

笠
原
氏
に
つ
い
て
」
(
『
兵
庫
教
育
大
学
研
究
起
要
』

第
九
巻
)
、
同
「
将
軍
近
習
小
笠
原
蔵
人
と
若
狭
守

護
代
小
笠
原
長
房
し
(
『
若
越
郷
土
研
究
』
第
三
十

四
巻
一
号
)

(2)

網
野
善
彦
『
中
世
荘
園
の
様
相
』
(
塙
書
一
房
、

一
九
六
六
年
)
三
二
二
頁

(3)

こ
の
表
記
が
見
え
る
の
は
、
応
永
二
十
七
年

分
の
年
貢
算
用
状
(
東
寺
百
合
文
書
、
フ
函
九

O

以
下
で
は
「
百
合
フ

l
九

O
」
の
如
く
略
記
、

文
書
番
号
は
京
都
府
立
総
合
資
料
館
編
『
東
寺
百

合
文
書
目
録
』
に
よ
る
、
『
東
寺
文
書
』
に
一

三
O
)
か
ら
で
、
以
後
同
三
十
四
年
分
ま
で
毎
年

見
え
る
(
百
合
リ
|
一

O
六
1
一
O
八
・
一
一
一
二
、

ハ
|
一
四
五
・
一
四
六
・
一
四
九

i
一
五
三
、
『
東

寺
文
書
』
り
|
一
三
八
)
。

(4)

詳
細
は
予
定
し
て
い
る
別
稿
に
譲
る
が
、
太

良
庄
年
貢
算
用
状
に
見
え
る
「
守
護
代
若
狭
方
し

は
、
守
護
代
三
方
範
忠
が
自
分
の
代
官
(
小
守
護
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代
と
は
別
)
と
し
て
若
狭
に
下
し
た
、
範
次
(
範

忠
の
三
男
)
、
も
し
く
は
弟
の
忠
治
の
こ
と
で
あ

る
。
範
次
に
つ
い
て
は
応
永
二
十
六
年
四
月
八
日

若
狭
一
二
宮
造
営
棟
札
(
「
小
浜
市
史
』
社
寺
文
書

編
所
収
、
若
狭
彦
神
社
文
書
一
四
号
|
①
②
)
、
お

よ
び
『
若
狭
守
護
代
記
』
(
若
狭
史
学
会
、
一
九
七

三
年
)
永
享
元
年
条
、
忠
治
に
つ
い
て
は
永
享
九

年
十
月
二
十
一
日
一
色
義
貫
道
行
状
、
同
月
二
十

三
日
三
方
忠
治
遵
行
状
(
『
壬
生
家
文
書
』
五
九
・

三
三
六
号
)
、
お
よ
び
『
満
済
准
后
日
記
」
永
享
四

年
正
月
二
十
八
日
条
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

(5)

文
永
二
年
十
一
月
若
狭
国
惣
回
数
帳
案
(
百

合
ユ
|
二
一
)
の
三
方
郷
の
末
尾
朱
注
に
「
地
頭

若
狭
兵
衛
ん
滋
跡
、
若
狭
又
太
郎
伝
領
之

L

と
あ

る
。
又
太
郎
に
つ
い
て
は
、
『
鎌
倉
遺
文
』
・
『
福
井

県
史
』
(
資
料
編

2
)
は
(
忠
清
)
の
注
を
付
す

が
、
網
野
氏
は
、
正
安
四
年
没
収
さ
れ
る
ま
で
太

良
庄
以
下
一
四
か
所
の
地
頭
職
を
も
っ
て
い
て
、

南
北
朝
の
動
乱
開
始
直
後
も
太
良
庄
の
奪
還
を
企

て
た
忠
兼
(
忠
清
の
子
)
の
兄
と
推
定
さ
れ
て
い

る
(
前
掲
童
円
二
七
頁
な
ど
)
。
な
お
、
同
回
数
帳

の
朱
注
の
年
代
は
記
事
の
あ
る
一
元
享
元
年
八
月
以

後
降
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
る
時
と
さ
れ
て
い
る
(
田

中
稔
「
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
度
の
一
考
察
L

、
石
母

田
正
・
佐
藤
進
一
一
編
『
中
世
の
法
と
国
家
』
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
六

O
年
、
所
収
)
。

(6)

『
群
書
類
従
』
第
四
輯
(
補
任
部
)

(7)

『
太
平
記
』
巻
十
七
、
「
金
崎
城
攻
事
付
野
中

八
郎
事
」
に
、
「
今
河
駿
河
守
ハ
但
馬
・
若
狭
ノ
勢

七
百
徐
騎
ヲ
率
シ
テ
小
浜
ヨ
リ
向
ハ
ル
し
と
あ
る
。

な
お
、
寸
若
狭
国
鎮
守
二
ニ
呂
社
務
代
々
系
図
L

(
『
小
浜
市
史
』
社
寺
文
書
編
所
収
、
若
狭
彦
神
社

文
書
二
号
)
で
、
十
三
代
光
景
の
娘
(
元
応
二
年

没
)
が
和
国
重
員
と
の
聞
に
も
う
け
た
長
子
親
員

が
「
於
敦
賀
金
崎
死
了
し
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

本
郷
家
泰
が
直
接
尊
氏
か
ら
軍
勢
催
促
状
を
宛
て

ら
れ
て
い
る
の
と
共
に
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
2

所
収
、
本
郷
文
書
一
三
号
)
、
『
太
平
記
』
の
記
事

を
あ
る
程
度
裏
付
け
る
事
例
と
い
え
よ
う
。

(8)

本
郷
文
書
一
四
号

(9)

網
野
氏
前
掲
書
、
二
一
九

1
二
二
三
頁

(
叩
)
『
小
浜
市
史
』
社
寺
文
書
編
所
収
、
明
通
寺

文
書
二
一
号

(
日
)
本
郷
文
書
一
五
号

(
ロ
)
光
忠
は
三
方
郷
・
三
方
保
の
そ
れ
ぞ
れ
半
分

ず
つ
の
地
頭
職
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
残
り
半
分
を
有

し
た
本
郷
氏
の
貞
和
二
年
・
観
応
二
年
の
譲
状
(
本
郷

文
書
一
七
・
二
六
・
二
七
号
)
に
は
い
ず
れ
も
三
方
保

地
頭
職
し
か
載
せ
な
い
。
あ
る
い
は
相
博
な
ど
に
よ
っ

て
三
方
保
は
本
郷
氏
、
三
方
郷
は
若
狭
氏
が
そ
れ
ぞ
れ

一
円
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
三
方
保
も
以
後
本
郷
文

書
か
ら
見
え
な
く
な
る
の
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
室
町

期
に
は
三
方
氏
の
本
拠
と
し
て
同
氏
の
一
円
支
配
に

帰
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
鎌
倉
末
期
に
若
狭
又
太

郎
の
領
有
し
て
い
た
栗
田
保
・
犬
丸
名
の
帰
属
は
ま
っ

た
く
不
明
で
あ
る
。

(
日
)
前
掲
美
作
左
近
将
監
宛
足
利
直
義
御
判
御
教

書
は
表
狭
光
忠
へ
の
還
付
に
伴
う
替
地
給
付
を
約

し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
直
義
が
発
給
し
た
も
の

で
あ
り
、
光
忠
に
対
す
る
還
付
そ
の
も
の
は
、
主
従

制
的
支
配
権
の
行
使
者
た
る
尊
氏
が
、
本
郷
貞
泰
宛
の

と
同
じ
袖
判
下
文
を
下
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(M)

本
郷
文
書
二
八
号

(
日
)
本
郷
文
書
三

O
i
二
一
三
号

(
村
山
)
百
合
フ
二
三
(
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之

十
七
、
五

O
四
j
五
O
五
頁
)
。
脇
袋
国
治
の
動
き

に
つ
い
て
は
、
網
野
氏
前
掲
書
、
二
三
五

1
二
三

七
頁
に
詳
し
い
。
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(
口
)
寸
若
狭
国
税
所
今
富
名
領
、
王
次
第
」
(
『
群
書

類
従
』
第
四
輯
、
補
任
部
)
。
網
野
氏
前
掲
書
、
二

三
七
頁
参
照
。

(
凶
)
河
崎
信
成
は
、
神
宮
寺
に
南
朝
年
号
(
正
平

十
二
年
H
H
延
文
二
年
)
の
祈
願
状
を
捧
げ
て
い
る

(
『
小
浜
市
史
』
社
寺
文
書
編
所
収
、
神
宮
寺
文
書

一O
号)。

(
四
)
網
野
氏
は
、
「
若
狭
に
お
け
る
荘
園
制
の
形

成
し
(
竹
内
理
三
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
荘
園
制
と

武
家
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
、
所
収
)

に
お
い
て
、
一
捺
側
の
地
盤
が
い
ず
れ
も
山
門
と

密
接
な
関
係
が
あ
り
、
か
っ
、
山
門
勢
力
と
み
ら

れ
る
近
江
勢
も
一
撲
方
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
応
安
の
国
一
撲
に
は
守
護
と
山
門
勢
力

の
対
立
と
い
う
一
面
も
あ
っ
た
と
い
う
、
重
要
な

指
摘
を
さ
れ
て
い
る
(
三
章
注
目
)
。

(
却
)
寸
永
享
以
来
御
番
帳
」
(
『
群
書
類
従
」
第
二

十
九
輯
、
雑
部
)
の
一
番
に
、
本
郷
美
作
入
道
・

同
三
郎
・
佐
分
彦
六
郎
の
名
が
あ
る
。

(
れ
)
百
合
ツ
|
八

0
・
八
一

(
沼
)
百
瀬
今
朝
雄
「
段
銭
考
」
(
宝
月
圭
吾
先
生
還

暦
記
念
会
編
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
』
中
世
編
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
年
、
所
収
)
、
小
林
保
夫

河
村

南
北
朝
期
の
若
狭
国
人
三
方
氏
に
つ
い
て

「
室
町
幕
府
に
お
け
る
段
銭
制
度
の
研
究
し
(
『
日
の
性
格
上
確
証
と
は
な
し
得
な
い
。

本

史

研

究

』

一

六

七

)

(

幻

)

『

太

平

記

』

に

は

、

元

弘

士

一

年

四

月

、

丹

波

(
幻
)
試
み
に
、
今
谷
明
・
高
橋
康
夫
編
『
室
町
幕
篠
村
八
幡
で
討
幕
を
決
意
し
た
足
利
高
氏
の
も
と

府
文
書
集
成
』
奉
行
人
奉
書
一
編
上
巻
(
思
文
閣
出
に
最
初
に
馳
せ
参
じ
た
「
当
国
ノ
住
人
」
久
下
時

版
、
一
九
八
六
年
)
で
、
明
徳
以
前
に
お
い
て
段
重
を
始
め
と
し
て
、
丹
波
国
人
と
し
て
の
久
下
一

銭
関
係
文
書
を
検
索
し
て
み
る
と
、
康
応
二
年
以
族
(
長
重
・
五
郎
)
の
活
躍
を
伝
え
る
(
巻
コ
了

後
七
点
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
宛
所
の
な
い
九
・
十
四
・
十
六
・
二
一
十
二
等
)
。
な
お
、
久
下
氏

一
点
(
五
一
号
)
を
除
く
と
、
「
守
護
(
殿
)
L

宛
に
つ
い
て
は
『
兵
庫
県
史
』
第
二
巻
、
七
七
九

i
七

が
二
点
(
三
七
・
四
一
号
)
、
「
山
名
諮
岐
守
(
義
八
一
百
九
、
第
三
巻
、
二
三
二

i
二
三
五
頁
参
照
。

幸
、
丹
後
守
護
)
」
宛
が
一
点
(
三
八
号
)
、
「
両
使
(
却
)
百
合
オ
八
一
(
二
)

御
中
」
宛
が
二
点
(
四

Q
・
四
五
号
)
あ
り
、
残
(
却
)
室
町
幕
府
追
加
法
一
一
二
・
一
二
七
条
(
佐

り
の
一
点
が
本
文
に
掲
げ
た
文
書
(
四
六
号
)
で
、
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第

結
局
守
護
宛
と
両
使
宛
は
三
点
ず
っ
と
な
る
。
二
巻
、
室
町
幕
府
法
)

(M)

『
師
守
記
』
(
史
料
纂
集
)
貞
治
六
年
六
月
十
(
初
)
本
郷
文
書
六
六
・
六
七
号

一

日

条

(

泊

)

『

群

書

類

従

』

第

二

十

輯

(

合

戦

部

)

(
お
)
『
後
愚
昧
記
』
(
大
日
本
古
記
録
)
応
安
五
年
(
認
)
寸
相
国
寺
供
養
記
」
(
『
群
書
類
従
』
第
二
十

十

月

十

日

条

四

輯

、

釈

家

部

)

(
お
)
『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
一
二
所
収
の
久
下
(
お
)
拙
稿
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
守
護
権
力
構
造
L

文
書
に
は
、
南
北
朝
期
に
新
左
衛
門
尉
の
通
称
を
一
(
『
若
越
郷
土
研
究
」
第
二
十
三
巻
二
号
)
で
斯

も
つ
者
は
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
永
正
九
年
五
波
氏
の
随
兵
を
検
討
し
、
当
主
の
嫡
子
が
多
か
っ

月
二
十
六
日
久
下
政
光
遺
言
状
案
(
同
文
書
五
六
た
ら
し
い
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

号
)
に
載
せ
る
系
図
に
は
、
南
北
朝
末
期
の
重
元
(
但
)
「
康
富
記
」
応
永
三
十
年
八
月
二
十
三
日
条
、

の
名
乗
り
を
新
左
衛
門
尉
と
す
る
も
の
の
、
史
料
『
師
郷
記
』
永
享
十
二
年
五
月
二
十
二
日
条
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(
お
)
今
谷
明
「
守
護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
』
(

政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
)
三
五
七
i
一
二

八

頁

参

照

後

に

釜

え

て

い

る

山

が

竜

谷

(
お
)
長
禄
三
年
の
状
況
を
示
す
と
さ
れ
る
「
丹
後

国
諸
庄
園
郷
保
惣
回
数
帳
」
(
『
舞
鶴
市
史
』
史

編
所
収
)
に
よ
る
と
、
佐
野
四
郎
は
熊
野
郡
で

字

の

地

と

思

わ

れ

る

佐

野

郷

の

他

、

元

士
郷
に
合
わ
せ
て
七

O
町
歩
余
も
の
所
領
を
も
ち

こ
れ
は
在
地
国
人
で
は
守
護
代
延
永
左
京
亮
直
信

に
次
ぐ
。
し
た
が
っ
て
相
国
寺
供
養
時
の
随
兵
佐

野
秀
勝
も
、
こ
の
丹
後
佐
野
氏
か
も
知
れ
な
い
。

た
だ
し
、
南
北
朝
期
の
丹
後
に
佐
野
氏
が
い
た
か

ど
う
か
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
。
安
政

(
幻
)
本
郷
文
書
八
九
号
り
文
台
を
継
承

若
越
郷
土
研
究

一
四
巻
六
号

102 
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